
　
市
役
所
で
は
、
第
２
・
４
土
曜
日
（
祝

日
も
開
庁
）
に
証
明
書
の
交
付
や
住
所
異

動
な
ど
の
手
続
き
が
で
き
る
週
末
窓
口

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
時
間
　
午
前
９
時
半
〜
午
後
０
時
半

●
会
場
　
ま
ど
か
フ
ロ
ア
（
市
役
所
本
館

１
階
）

●
主
な
手
続
き

◇
証
明
書
の
発
行
（
住
民
票
・
印
鑑
登

録
証
明
書
・
戸
籍
謄
抄
本
・
課
税
証

明
書
な
ど
）

◇
戸
籍
届
（
出
生
・
婚
姻
・
死
亡
な
ど
）

※
預
か
り
の
み
の
た
め
、
届
け
出
の
内
容

が
反
映
さ
れ
た
証
明
書
は
、
発
行
で
き

ま
せ
ん
。

◇
異
動
届
（
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世

帯
変
更
）

◇
印
鑑
登
録
（
新
規
・
亡
失
・
改
印
・

廃
止
）

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
）
の
手
続
き

◇
児
童
手
当
・
保
育
所
入
所
申
請

◇
国
民
健
康
保
険
加
入
・
変
更
・
脱
退

◇
各
種
医
療
費
助
成
（
子
ど
も
・
重
度

障
が
い
者
）
の
手
続
き

◇
年
金
相
談
（
４
月
・
７
月
の
み
）

※
他
の
市
町
村
や
国
・
県
な
ど
の
機
関
へ
問

い
合
わ
せ
が
必
要
な
も
の
な
ど
、
申
請
・

届
け
出
の
内
容
に
よ
り
、
取
り
扱
い
が
で

き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
事

前
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
週
末
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
時
間
中
は
、
来

庁
し
た
人
の
手
続
き
を
優
先
し
ま
す
の

で
、
電
話
相
談
は
対
応
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
受
付
・
サ
ー
ビ

ス
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
２

週
末
窓
口
サ
ー
ビ
ス
実
施
中

　
災
害
時
に
、
迅
速
か
つ
適
切
な
応
急
措

置
を
実
施
す
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し

て
、
各
種
団
体
と
の
災
害
時
応
援
協
定
を

進
め
て
い
ま
す
。

　
昨
年
度
に
協
定
を
締
結
し
た
の
は
３
業

種
７
団
体
で
、
災
害
時
に
様
々
な
支
援
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
年
度
も
引
き
続
き
本
市
に
と
っ
て

必
要
な
協
定
の
締
結
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

●
令
和
６
年
度
　
新
た
に
締
結
し
た
協
定

◇
災
害
廃
棄
物
等
の
処
理
の
協
力

筑
紫
地
区
５
市
・
筑
紫
地
区
清
掃
事

業
協
議
会

◇
応
急
対
策
用
資
機
材
の
調
達
・
設
置

大
和
産
業
㈱
、
稲
尾
産
業
㈱
、
㈱
あ

あ
す
で
い
、
㈱
レ
ン
タ
ル
の
ニ
ッ
ケ

ン
福
岡
営
業
所

◇
緊
急
時
の
車
両
の
移
動
等
へ
の
協
力

㈲
吉
田
自
動
車
、
エ
ー
ト
ス
協
同
組
合

●
問
い
合
わ
せ
先

危
機
管
理
課
危
機
管
理
担
当

☎（
５
８
０
）1
9
6
6

令
和
６
年
度
災
害
時
応
援
協
定
締
結
実
績

　
令
和
７
年
度
の
納
付
書
（
第
１
号
被
保

険
者
）
が
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ

ま
す
。
保
険
料
は
、
月
額
１
万
７
５
１
０

円
（
定
額
）
で
す
。

　
最
寄
り
の
郵
便
局
・
金
融
機
関
・
指
定

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納
付
書
裏

面
に
表
示
）
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
加
入
者
（
３
種
類
）

◇
第
１
号
被
保
険
者
　

自
営
業
・
自
由
業
・
学
生
　
な
ど

◇
第
２
号
被
保
険
者

会
社
員
・
公
務
員
な
ど
で
厚
生
年
金

や
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人

◇
第
３
号
被
保
険
者

　
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者

退
職
し
た
ら
配
偶
者
も
年
金
手
続
き
を

　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
は
、

国
民
年
金
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◇
退
職
な
ど
で
、
第
２
号
被
保
険
者
か
ら
第

１
号
被
保
険
者
に
な
る
60
歳
未
満
の
人

◇
配
偶
者
の
退
職
な
ど
で
、
第
３
号
被

保
険
者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者
に
な

る
60
歳
未
満
の
人

●
必
要
な
も
の
　
◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
ま
た
は
年
金
手
帳
や
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
◇
資
格
喪
失
証
明
書
ま

た
は
離
職
票
　
な
ど

※
第
１
号
被
保
険
者
か
ら
第
２
号
・
第
３

号
被
保
険
者
に
な
る
人
は
、
勤
務
先
の

事
業
所
が
手
続
き
を
し
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
の
申
請
を
早
め
に

　
学
生
で
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。
令
和
７
年
度

分
（
４
月
〜
翌
年
３
月
）
は
、
４
月
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
前
年
度
に
承
認
さ
れ
て
い
た
人
で
、
引

き
続
き
在
学
予
定
の
人
に
は
、
手
続
き

の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

●
必
要
な
も
の
　
◇
学
生
証
（
写
し
も
可
）

ま
た
は
在
学
証
明
書
◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
年
金
手
帳
、
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
、
納
付
書
の
う
ち
１
点

※
申
請
が
遅
れ
る
と
、
各
種
年
金
の
受
給

権
に
影
響
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
４
月
は
、
週
末
窓
口
サ
ー
ビ
ス
（
第
２
・
４

土
曜
日
）で
、年
金
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

前
納
期
限
に
注
意

　
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

前
納
を
申
し
込
み
さ
れ
て
い
る
人
は
、
４

月
30
日
が
引
き
落
と
し
日
で
す
。
現
金
に

よ
る
前
納
の
納
付
期
限
も
同
日
で
す
。
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当

　
　
☎（
５
８
０
）１
８
４
８

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
・
脱

退
す
る
届
け
出
は
、
変
更
日
か
ら
14
日
以

内
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
職
場
の
健

康
保
険
へ
の
変
更
は
、
市
で
把
握
で
き
な

い
た
め
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

※
必
要
書
類
が
14
日
以
内
に
準
備
で
き
な

い
場
合
は
、
準
備
で
き
次
第
、
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

※
国
保
の
加
入
は
社
会
保
険
な
ど
の
資
格

喪
失
日
か
ら
で
す
。（
加
入
手
続
日
か

ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

※
国
保
の
資
格
喪
失
日
は
、
社
会
保
険
な

ど
の
認
定
年
月
日
で
す
。（
資
格
確
認
書

な
ど
の
交
付
日
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
、
国
保
加
入

の
手
続
き
に
必
要
な
も
の

◇
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
　
な
ど
）

◇
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
、
国
保
脱
退

の
手
続
き
に
必
要
な
も
の
（
脱
退
す
る
人

全
員
分
）

◇
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
書
類（
資
格
確
認
書
・

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
・
資
格
取
得

証
明
な
ど
）

◇
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
資
格
確

認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

令
和
７
年
度
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の

年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
が
始
ま
り
ま
す

●
対
象
者
　
令
和
６
年
度
に
国
保
税
を
特

別
徴
収
で
納
め
て
い
た
人

　
４
月
・
６
月
・
８
月
は
、
２
月
と
同
じ

金
額
に
な
り
ま
す
。
こ
の
金
額
は
仮
徴
収

税
額
で
あ
り
、仮
徴
収
額
決
定
通
知
書（
令

和
７
年
３
月
下
旬
に
送
付
）
で
確
認
で
き

ま
す
。

　
令
和
７
年
度
の
税
額
は
６
月
に
決
ま
り
、

10
月
・
12
月
・
翌
年
２
月
の
特
別
徴
収
で
仮

徴
収
税
額
と
の
差
額
を
調
整
し
ま
す
。

※
令
和
６
年
度
途
中
に
税
額
の
変
更
な
ど

が
あ
り
、
２
月
に
特
別
徴
収
さ
れ
て
い

な
い
世
帯
や
、
令
和
７
年
度
中
に
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
人
が
い

る
世
帯
な
ど
は
、
納
付
書
な
ど
で
納
め

る
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当

　
　
☎（
５
８
０
）１
８
４
６

国
民
健
康
保
険
加
入・脱
退
の
届
け
出
は

14
日
以
内
に

脱退手続き用
オンライン申請

国
民
年
金
納
付
書
が
届
き
ま
す
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